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航空・鉄道事故調査委員会



本報告書の調査は、クイックシルバー式ＭＸＬⅡＴｏｐ－Ｒ５８２Ｌ型

超軽量動力機他９件の航空事故に関し、航空・鉄道事故調査委員会設置法

及び国際民間航空条約第１３附属書にしたがい、航空・鉄道事故調査委員

会により、航空事故の原因を究明し、事故の防止に寄与することを目的と

して行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 佐 藤 淳 造



Ⅷ 個人所属 ＪＡ２５０１
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航空事故調査報告書

所 属 個人

型 式 ＰＺＬ－ビエルスコ式ＳＺＤ－５０－３“プハッチ”型

（滑空機、複座）

登録記号 ＪＡ２５０１

発生日時 平成１４年７月２８日 １２時３４分ごろ

発生場所 千葉県東葛飾郡関宿町

平成１５年 １ 月 ８ 日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造（部会長）

委 員 勝 野 良 平

委 員 加 藤 晋

委 員 松 浦 純 雄

委 員 垣 本 由紀子

委 員 山 根 三郎

１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

ＪＡ２５０１は、平成１４年７月２８日（日）、操縦練習飛行のため、操縦教員及

び操縦練習生の２名が搭乗して、千葉県東葛飾郡関宿町の河川敷にある関宿滑空場を

１２時３２分ごろ、曳航により南に向かって発航した。

発航後、操縦教員は、上昇率が通常よりも悪いと感じ、曳航機に不具合があると判

断し、曳航索を切り離した。その後、機首を下げ左旋回したところ、バンク角が大き

くなって失速し墜落した。

搭乗者の死傷 操縦教員 軽傷

操縦練習生 重傷

航空機の損壊 機 体 大破
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１.２ 航空事故調査の概要

主管調査官ほか１名の航空事故調査官が、平成１４年７月２９日、現場調査を実施

した。その後、人事異動に伴い、前述の航空事故調査官が主管調査官となった。

原因関係者から意見聴取を行った。

２ 認定した事実

２.１ 航空機乗組員等に関する情報

操縦教員 男性 ４４歳

事業用操縦士技能証明（滑空機） 第１５２６８号

平成 ８ 年 ２ 月１５日

操縦教育証明（滑空機） 第５３２号

平成 ８ 年 ２ 月１５日

限定事項 滑空機上級 昭和５３年 ４ 月１８日

滑空機動力 昭和６２年１１月２０日

総飛行時間 約１,１１６時間（発航回数３,２０５回）

最近３０日間の飛行時間 約１時間（発航回数 ３回）

同型式機飛行時間 約３９時間（発航回数 ２７回）

操縦練習生 男性 ５４歳

航空機操縦練習許可書 東事総第５３７号

総飛行時間 約６１時間（発航回数約２００回）

最近３０日間の飛行時間 約１時間（発航回数 ３回）

同型式機飛行時間 約５０時間（発航回数約 ３０回）

（上記時間は、操縦練習生の口述による。）

２.２ 航空機に関する情報

2.2.1 航空機

型 式 ＰＺＬ－ビエルスコ式ＳＺＤ－５０－３“プハッチ”型

総飛行時間 約９８９時間

事故当時の重量及び重心位置 重量は５１７kg、重心位置は翼根前縁から

０.２６ｍと推定され、許容範囲内と推定

される。

（付図２参照）
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2.2.2 航空機各部の損壊の状況

(1) 胴体 機首部損傷、尾部折損

(2) 主翼 両翼折損

（写真１参照）

２.３ 気象に関する情報

2.3.1 関宿滑空場の南約１５kmに位置する越谷地域気象観測所の観測値は、次のと

おりであった。

12時00分 気温 ２３.６℃、風向 東、風速 ２m/s

13時00分 気温 ２３.２℃、風向 東北東、風速 １m/s

2.3.2 操縦教員によれば、関宿滑空場の事故当時の気象は、次のとおりであった。

天気 曇り、視程 約１０km、風向 東の風、風速 約３m/s、

雲の高さ 約４００ｍ

２.４ 現場調査

2.4.1 現場の状況

事故現場は、江戸川の河川敷に位置する関宿滑空場の滑走路南端から約２００ｍ

の河川敷であった。機体の残がいは、ほぼ同滑走路中心線の延長線上にあった。

事故機は、機首をほぼ北に向けて横たわっており、胴体は主翼の後ろの部分から

「く」の字に曲がっていた。左主翼は翼根から破断しており、右主翼は中央部から

破断していた。

機体の周りの地面には、主翼が接触したと推定される長さ約３ｍ、幅約１０cmの

接触痕及び機首が衝突したと推定される直径約８０cm、深さ約３０cmの衝突痕があ

った。

（付図１参照）

2.4.2 飛行の経過

事故に至るまでの経過は、操縦教員、操縦練習生及び曳航機の機長の口述によれ

ば、概略次のとおりであった。

ＪＡ２５０１（以下「同機」という。）は、当日、既に６回の発航を行って

おり、事故発生時の発航は７回目であった。７回の発航は、すべてパイパー式

ＰＡ－１８－１３５型（ＪＡ３２７２）の曳航によるものであった。

同機は、前席に操縦練習生、後席に操縦教員が搭乗し、操縦練習生の操縦で、

１２時３２分ごろ、関宿滑空場を南に向かって発航した。搭乗の際、既に曳航
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機が待機していたので、操縦教員及び操縦練習生の両名とも急いで搭乗し、飛

行前の内部点検を実施した。その際、操縦教員は、操縦練習生がエアブレーキ

の点検を行ったことを目視により確認した。

なお、事故は、操縦教員にとっては当日７回目の発航、操縦練習生にとって

は当日２回目の発航で発生した。

離陸を開始して滑走路の真ん中ぐらいに来た時、操縦練習生はエアブレーキ

が展開したことに気付き操縦席の左側にあるレバーでエアブレーキを戻したが、

操縦教員が展開したものと思いロックしなかった。なお、その時操縦教員は、

エアブレーキが展開していたことに気付いていなかった。

なお、事故後、操縦練習生は、同じ飛行クラブのメンバーから、滑走開始時

に当該エアブレーキが２～３cm展開していたことを知らされた。同機には無線

機が搭載されており地上との連絡は可能であったが、事故当時、地上からの連

絡はなかった。

離陸後、操縦教員、操縦練習生及び曳航機の機長は、グライダーの上昇率が

通常よりも小さいと感じた。操縦教員によれば、離陸時の速度は、約８０km/h

であった。滑走路南端から距離約１,２００ｍの場所には高度約６０ｍに高圧

電線が架設されており、通常、１５０ｍの高度を確保して電線を越えるが、操

縦教員及び操縦練習生は、このままの上昇率では高圧電線を越えることはでき

ないと考えた。操縦教員は、同機の上昇率が通常よりも小さいのは、曳航機の

不具合であると考え、滑走路南端から約２００ｍ、高度約６０ｍの位置で、曳

航索を切り離した。その後の操縦は操縦教員が実施した。操縦教員が操縦して

いる間、操縦練習生は、操縦桿に軽く手を添えた状態だった。操縦教員によれ

ば、曳航索を切り離した時点の速度は、速度計を確認していないので明確では

ないが、約９０km/hであった。

その後、操縦教員は、機首を下げ左旋回を実施した。バンク角約３０°、高

度約５０ｍで、エアブレーキが展開していることに気付いた。操縦教員は、エ

アブレーキを戻すためエアブレーキのレバーに手をかけたが、戻す間もなくバ

ンク角が大きくなり失速状態となって墜落した。

なお、曳航機の機長によれば、曳航機には不具合はなかった。

事故発生時刻は、１２時３４分ごろであった。

（付図１及び写真１、２参照）

２.５ その他必要な事項

2.5.1 エアブレーキの調査結果

同機は、事故時の発航の前に６回発航しており、それらの発航においてエアブレ
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ーキに関する不具合の報告はなかった。

2.5.2 失速速度

当該型式機の飛行規程によれば、失速速度は、エアブレーキが展開していない状

態で５８km/h（単座で体重が軽い場合）から７２km/h（搭乗者体重が大きく、離陸

重量が５７０kgの場合）であり、エアブレーキを展開している状態では、６５km/h

から７５km/hである。

３ 事実を認定した理由

３.１ 同機の操縦教員は、１２時３２分ごろ、関宿滑空場を離陸した際、上昇率が

小さかったため、同機の飛行方向にある高圧線を越えることができないと判断

し、曳航索を切り離し機首を下げ左に旋回した。その後、同機は、バンク角が

大きくなり失速状態となって墜落した。

３.２ 同機の上昇率が通常よりも小さかったことについては、上昇中にエアブレー

キが展開したためと推定される。なお、エアブレーキが展開したことについて

は、飛行前に操縦練習生がエアブレーキの点検をした際に確実に閉の位置にロ

ックせず、操縦教員もそれを十分に確認しなかったこと及び上昇中に操縦練習

生がエアブレーキの展開に気付き当該エアブレーキを戻した際に閉の位置にロ

ックせず、操縦教員もエアブレーキの展開に気付かなかったことにより、風圧

を受けて展開したものと推定される。

３.３ 操縦教員が、同機の上昇率では同機の飛行方向にある高圧線を越えることが

できないと判断し、曳航索を切り離し機首を下げ左に旋回した際、速度が十分

ではない状態で旋回したため、まず左主翼が失速し、バンク角が大きくなって

いったものと推定される。最終的には、低高度で、機体が上述の状況になった

ことにより、同機は失速状態から回復できず墜落に至ったものと推定される。

また、事故時の重量及びバンク角３０°での同機の失速速度は、2.5.2から、約

７４km/h（エアブレーキが展開していない状態）及び約７７km/h（エアブレー

キが展開している状態）と推定され、展開している状態では、展開していない

状態に比べて約３km/h大きいため、失速が発生しやすい状態であったと推定さ

れる。
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３.４ 事故以前の発航において同機のエアブレーキに関する不具合が報告されてい

ないことから、同機のエアブレーキに不具合はなかったものと推定される。ま

た、曳航機の機長の口述から、曳航機にも不具合はなかったものと推定される。

４ 原 因

本事故は、操縦練習生が同機のエアブレーキを確実にロックせず、操縦教員も当該

ロックを十分に確認しなかったことにより、曳航による上昇中に当該エアブレーキが

展開し、通常よりも上昇率が小さかったことから、操縦教員が曳航索を切り離した後、

速度が十分ではなく、かつ、当該エアブレーキの影響で失速速度が大きい状態で旋回

したため、失速状態となり、低高度であったことから回復できず、墜落して機体を損

傷したことによるものと推定される。
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　　　　　　　　写真１　事故機

  　　　   写真２　エアブレーキ・レバー

エアブレーキ・レバー

前方後方

開

※滑走路に向かって撮影

後部シート
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